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第５回栄村復興推進委員会 

 

 

日 時：平成26年５月26日（月） 

午後２時30分から 

場 所：栄村文化会館かたくりホール 

 

１ 開  会 

 

＜事務局＞ 

定刻になりましたので、ただいまから第５回の栄村復興推進委員会を開催させていただ

きます。最初に、島田村長からごあいさつを申し上げます。 

 

２ 村長あいさつ 

 

＜島田村長＞ 

ご苦労さんでございます。栄村も田植え等が最盛期になりまして、箕作等は、昨日、全

て終わったというようなことで、今、一番忙しい時期でありますけれども。復興推進委員

の皆さんには、都合差し繰りご出席をいただきまして、ありがとうございます。第５回の

委員会ということでありますが、よろしくひとつお願いいたします。 

 

＜事務局＞ 

続いて、相澤委員長さんのほうからごあいさつをいただきながら、進行についてもよろ

しくお願いをいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

 

＜相澤委員長＞ 

皆様、ご苦労さまでございます。大変緑が濃くなってまいりました。大変、今、村長の

話のように、田植えがまだ最中のところもありますが、大変お忙しい中でございますが、

復興推進委員会ということで、ご苦労さまでございます。 

昨今、テレビのニュースを見ていますと、やはり切った張ったというか、そんなことが

多くて、どうも情けないような話があるんですが。実は私の母親が東北のほうでございま

して、身内から天然のホヤがとれたという話で送ってきてくれました。通常、ホヤという

のは、皆さんご存じ、海の怪獣みたいなんですけど。それが、大抵、今、養殖なんですが。

震災に遭って３年後に天然のホヤがとれるということになるということは、自然界では完

全に復興を目指しておるわけでございまして、大変、東北も歩き続けているなという気が

するんですが。我が栄村も同じように、当委員会でいろいろ検討した、そういうものが本

当に復興に結びつくかという、その辺のところも問われておりますので、本委員会もまた

精いっぱい頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 
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ちょっとすみません、風邪っぽくてのどが悪くて声がちょっと聞きづらいかと思うんで

すが、私のほうから進行させていただきます。 

 

４ 議  題 

 

１）方針３「災害に強い道路ネットワークの構築」について 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは議題に入ります。方針３「災害に強い道路ネットワークの構築」についてとい

うことでお願いをいたします。 

 

＜産業建設課長＞ 

ご苦労さまでございます。産業建設課長です。今日は、方針３「災害に強い道路ネット

ワークの構築」ということで、一番最後になりますけれども、方針３の道路関係というこ

とでございますが。同じ産業建設課関係で、方針１のほうにも１項目ございます。Ａ３の

縦長の一覧がございますが、ちょっとごらんいただきたいと思います。方針１の３段目、

（３）の地域力・防災力を強化するための集落の整備の関係で、中ほど、黒ポツで地すべ

り対策事業というのがございます。この事業、国の復興交付金事業で、効果促進というこ

とで、復興住宅の効果促進事業として採択をされた事業でありますので、この関係の説明。

それから方針３の２番目ですね。村道整備事業関係ということで、村道天代坪野線の土合

橋の架け替えを含め、その他関係する事業について、ご説明をさせていただきます。それ

では個々の事業関係につきましては、担当係長の広瀬のほうから説明を申し上げます。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

皆さん、大変お疲れさまです。産業建設課建設係長で広瀬と言います。今日はどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

それでは、ただいま課長のほうから概要の説明がありましたとおり、まず地すべり対策

事業につきまして、説明をさせていただきます。お手元の概要書の裏についてあります概

要書を先に見ていただけますでしょうか。まず地すべり対策、ちょうどこの役場、森集落

の裏手の山側整備になります。ここら辺が、前から地すべり防止区域内にあったというこ

とで、県のほうから事前に、集水井だとか、この地すべり対策事業は進められていました。

今回の震災におきまして排水路の破損などが確認されたために、排水の地下への浸透がま

た行われて地すべりを助長するおそれがあることから、恒久的な対策を実施をさせていた

だきました。 

まず事業目的でありますけど、ただいま言ったとおりでございます。事業内容でありま

すけど、まず１工区、ちょうどＬ＝1,504ｍの事業概要でありますけど、一応、もう既に県

のほうで整備をされていました集水井の水路の堆積した土砂撤去と、一部、壊れている箇

所の修繕ということをやらせていただきました。延長で1,504ｍ、事業費で243万6,000円ほ

どであります。 

続きまして２工区、ちょっと絵が斜めになっておりますけど、ちょうど森のお墓から上
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に上がっていく用水路、土水路でありましたけど、それをポリエチレンの角型Ｕ字溝とい

うことで119ｍ、波状管６ｍ、流末のほうに、栄中学校グランドになりますけど、ふとん篭

工を設置をさせていただきました。773万8,500円ほどの事業費であります。 

本工事費、３工区になります。また、栄中学校グランド真ん中から上の開田に向かって

排水路がございます。それを同じポリエチレン角型Ｕ字溝173ｍ、あとグランドのところの

流末にはふとん篭工を32ｍ、設置をさせていただきました。909万3,000円ほどの工事費で

あります。 

あと、積算・施工管理、これに伴います３工区を、設計と現場管理を、長野県建設技術

センターのほうに委託を出しております。その委託経費としまして、124万9,500円。あと、

仮設の道路、これ、単独であります。現場が山間部ということで、工事車両が行けないと

いうことで、そこに伴う仮設道路をつくらせていただきました。これが100万8,000円ほど

であります。25年度は工事が中心で、24年度は、ここにおきます測量設計を194万2,500円

でやらせていただいたということであります。 

事業概要書に戻っていただきまして、事業概要、表の一番上でありますけど、全体事業

費2,346万7,500円、実施期間が平成24・25年度で実施をさせていただきました。それに伴

いまして、県の復興交付金が1,796万7,000円を、24・25年度、２カ年でもらっております。

以上、地すべり対策につきまして、説明を終わらせていただきたいと思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、説明はそこまでで・・・ 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

全部、一式・・・ 

 

＜相澤委員長＞ 

一式、やっていただいて、はい。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

わかりました。まことに申しわけありません。では続きまして、「災害に強い道路ネット

ワークの構築」ということで、震災後から平成28年度の、一応、国の社会資本整備交付金

をいただいて実施する事業につきまして、まとめさせていただきました。まず、概要書で

ありますが、事業概要であります。幹線村道の和山岐線の道路改良、森羽倉・月岡10号線

の消雪パイプの更新、屋敷線の交通安全対策。あと、その下にあります13路線の法面保全

と天代坪野線土合橋の架け替え計画でございます。 

通常分は、通常に申請していただく交付金であります。公安についてもそうであります。

ただ、下、以降、13路線の復興とございますが、これは特別に栄村だけ受けさせていただ

ける事業費でございます。土合橋の架け替えを除いては、ほとんど法面対策が中心となっ

ております。 

これに付随する位置図をつけさせてもらってあります。まず黄色い色で示させてもらっ

ておりますのが、一応、表の一番上、和山岐線道路改良でございます。秋山の一番、和山
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集落の上になりますけど。あと月岡10号線、森羽倉線というのが赤枠で囲んでございます。

４ページ目をお開きください、４ページ目になります。赤枠で月岡10号線、森羽倉線、こ

の２カ所です。月岡10号線というのは月岡集落内、大巻川橋がございますけど、旧県道か

ら村道へ払い下げになった、消雪パイプの入っている集落内道路です。森羽倉線というの

は、国道117号線、物産館の前から中学校へ行く間の道であります。 

あと青い枠で示してございますのが、６ページになります、屋敷線でございます。一応、

通学路の安全対策としまして、川側、中津川のほうに転落防止柵工、また、人がこう歩く

カラー舗装を実施させていただきました。 

あとは社会資本の復興枠ということになります。和山岐線、７ページ、２－Ａ１と書い

てございますが、ここの箇所でございます。和山集落から上に上がって村道とぶつかりま

すが、そのちょっと国道405号へ上っていただきました法面です。 

天代坪野線、橋梁・取付道路ということでありますけど、５ページになります。２－Ａ

２です。天代坪野線、北野地区、Ｌ＝300ｍ、こちらが天代坪野線の橋梁架け替えのところ

になります。 

あと中条２号線、４ページ、２－Ａ３になります。中条２号線、中条地区、Ｌ＝200ｍ、

スキー場へ上っていく青倉神社手前側の法面の崩落箇所になります。 

当部１号線、これは同じ４ページ、２－Ａ４、柳在家から東部パイロットのほうへ上っ

ていく途中の道ということになります。 

天代坪野線、こちらが、５ページ、２－Ａ５になります。Ｌ＝90ｍ。天代集落と坪野集

落の中間に位置します法面の施工を考えております。 

あと和山切明線、７ページ、２－Ａ７です。計画延長500ｍ。和山集落から切明温泉を結

ぶ道路の法面を実施したいということです。 

あと鳥甲線、５ページ、２－Ａ13でございます。極野集落から五宝木へ向かっている道

でございますが、大カーブのところで上から崩落している箇所、こちらの法面の工事でご

ざいます。 

あと滝見線、４ページ、２－Ａ14になります。Ｌ＝130ｍ。雪坪集落内の法面を行うもの

でございます。 

あと平滝野々海線、４ページ、２－Ａ15であります。平滝・野々海へ向かっていく途中

のところの法面を計画をしております。 

月岡雨引線、４ページ、２－Ａ16でございます。Ｌ＝150ｍでございます。 

青倉野々海線、２－Ａ17であります。Ｌ＝100ｍ。スキー場の手前の大カーブで、道路か

ら水が湧いているところがありますが、そちらを計画しています。 

森線、２－Ａ18になります。Ｌ＝50ｍで、斉藤電気さんの裏側、落石があるということ

で、そちらを計画しています。 

あと箕作極野線、２－Ａ19でございます。集落が終わりまして奥に行く道になるわけな

んですけど、そこの法面を計画しています。 

最後になりましたけど、苗場登山道線、６ページ目になります。２－Ａ20です。苗場山

３合目へ上っていく小赤沢集落入り口です。上にお墓があって、そこの法面のところにな

ります。 

以上、復興枠の位置図について説明をさせていただきまして、今度、これ、１路線ずつ、
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簡単ではございますが、説明をさせていただきたいと思います。 

まず、社会資本、通常分、８ページ目になります。村道名が和山岐線、内容は道路改良

工事であります。国道405号から和山集落を結ぶ幹線村道の中間部に位置しておりまして、

今の道が急で、道路勾配が急なところにＳ字カーブのきついところを改良するものであり

ます。全体延長430ｍ、全体幅員が６ｍでございます。全体事業費１億円で、既に半分の230

ｍの測量設計が終わっております。25・26年度をかけて改良を進めると、残り200ｍでござ

いますが、本年度、26年度に測量設計をし、27年度、一応、完了ということで計画してお

ります。 

続きまして10ページ目になります。月岡10号線、消雪パイプ及び舗装の改修でございま

す。全体延長340ｍ、全体幅員４ｍです。本年度、170ｍを実施しまして、27年度で残りを

完了させたいと思っています。舗装のやり替えと消雪パイプの敷設替えであります。 

続いて12ページ目、森羽倉線、同じく全体延長470ｍ、うち270ｍを平成25年度で完了し

まして、残りを本年度で実施をしたいと思っています。 

続きまして14ページ目、屋敷線であります。350ｍを平成25年度に実施済みでございます。

中津川の横に転落防止柵を設置して、歩行用のカラー舗装を実施いたしました。全体事業

費、計画事業費で500万円でございます。 

16ページ目、和山上、和山岐線の法面工でございます。計画延長230ｍ、和山集落からす

ぐ上ったところの法面を実施するところです。17ページに概略の写真がございますが、ち

ょうどここら辺でございます。 

18ページ目、村道天代坪野線、土合橋の架け替えでございます。全体、取付道を含めま

して300ｍで、昨年より、概略設計、詳細設計を進めておりまして、27年度、完了を目指し

ております。19ページ下のほうに今の土合橋がございますが、計画としましては、これよ

りも下流側へ新しい橋を架けて、前後を結ぶ予定でございます。 

それから20ページ目、中条２号線、全体延長は200ｍで、スキー場へ行く道の途中でござ

います。お宮の下の法面が崩落、21ページ下の写真でございますが、こちらを貝立橋のほ

うに向かいまして法面整備を進めたいと思っています。 

続きまして当部１号線、全体計画は20ｍでございます。写真が見づらいとは思いますが、

春には法面が崩落しておりますので、こちらの法面整備を進めていきたいと思っています。 

天代坪野線であります。全体延長90ｍ、ちょうどブロック積みの上のところ、一部崩落

しているわけでありますが、この法面整備を行いたいということでございます。 

和山切明線、全体計画500ｍでございます。27ページ下にもございますように、春になる

と上からの落石がありますので、法面工と落石防護柵、両方で計画を進めていきたいと思

っています。 

続きまして鳥甲線であります。28ページ、これは極野集落から上ったところになります。

今も大分法面が荒れていて崩落している箇所であります。全体計画延長50ｍということで

ございます。一部、通っていただくと、法面吹き付けで完了はしております。 

続きまして滝見線となります。２工区に分けまして、全体延長で130ｍ。これは雪坪集落

入り口でありますけど、畑の法面が崩れているということで、こちらを施工したいと思っ

ています。 

続きまして平滝野々海線であります。平滝・野々海へ上っていく途中、崩落のある箇所
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でございます。全体計画延長80ｍ、右下の写真、崩落がわかりづらいんですけど、崩落箇

所でございます。 

月岡雨引線であります。34ページ、全体延長100ｍ、１工区、２工区ということで、両方

に分けまして計画を進めています。下にございます35ページ目の写真は、２工区の45ｍ部

分の崩落箇所の写真をつけてあります。 

青倉野々海線であります。全体計画延長100ｍで、スキー場へ上っていく途中の法面のと

ころでございます。 

38ページ目、森線です。全体計画50ｍ、そして39ページ下に写真等ありますけど、落石

があるところでございます。 

続きまして40ページ、箕作極野線でございます。全体計画延長64ｍ、これも極野集落を

越えたところに橋があるわけなんですけど、そこの前後で２工区に分けて計画をしており

ます。橋の手前の部分、極野寄りになりますけど、崩落が激しいところでございます。41

ページ目になります。 

42ページ、苗場登山道線でございます。国道405号から苗場山３合目へ上っていく道の上

り際でございます。43ページにその写真がございますけど、上部には墓地が一部あるとい

うことで、ここの法面につきまして計画を進めています。 

以上「災害に強い道路ネットワークの構築」ということで、村道の整備につきまして説

明をさせていただきました。 

 

＜相澤委員長＞ 

ご苦労さまでした。さて、今、災害に強い道路ネットワークということでご説明いただ

きましたが、委員の皆様方から、説明を受けて、点検・アドバイスのほうをお願いしたい

と思います。はい、鈴木委員。 

 

＜鈴木委員＞ 

一つは、最初の地すべり対策事業ですけれども、説明がありまして、森地区が完了して

いるということですけれども。震災の後、いろいろな研究者が調査に入った話によれば、

関田山脈はまだこう動き続けていると。とりわけ水内地区の地すべりが恒常化しているわ

けですけれども。県を含めて、この災害に強いネットワークと言っていますけれども、こ

れをどのように考えているのか。一つは基本的な考え方が、村として、水内地区総体とし

ての地すべりをどのように考えているか、考えがあったら教えていただきたいということ

が一つです。とりあえずそれだけお聞きします。 

 

＜産業建設課長＞ 

地すべり対策につきましては、事前の予知というのが非常に難しい部分もございまして、

また、実際、地すべりが確認されているということで、これは建設並びに林務、双方で地

区指定をかけております。そこで対策工事を実施、進めるというのが基本となっておりま

して、村単独では、こういった大規模な工事はなかなか手が回らないという実態がござい

ます。よって、現状、砂防法と同様、地すべり地域に指定されたところでの工事を、県が

中心になって、国庫補助等を受けながら実施しています。 
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基本的に、今回のこの森地区の地すべりも、地すべり地域としては県で指定をしており

ます。県の指定地域内で市町村が独自に事業ができるかどうか、こういったところでは、

我々、最初はできないと思っておりました。実際、県も、県が事業主体で実施をするとい

うことで計画を上げたんですが、国のほうからは、市町村が効果促進という形で、住宅復

興に絡めて村がやるべきではないかということから、地すべり防止区域内で市町村が工事

をするというのは、ちょっと我々も初めての経験でありました。よって、よく言われるん

ですが、縦割りのすみわけをしているんじゃないかって言われるんですけれども、さまざ

まな法律の中では、現状、難しい部分もありますので、村とすれば、地すべり等々の危険

箇所をいち早く知ることによって、県のほうにその対策をお願いしていくというのが現状

でございます。また、今後もそうせざるを得ない状況かなというふうに考えております。 

 

＜鈴木委員＞ 

すみません、それ、県が指定した地区ですけれども。それは、県が責任を持って、建設

部なり林務部がですね、恒久的に村民が安心して暮らせると。それから村道の被害やそう

いうものが出てこないという方向での、具体的な幾つかの施策といいますかね。県が予算

を組んで、今、森以外にこれから進めていくんだというようなことがあったら、教えてい

ただきたいと思います。 

 

＜産業建設課長＞ 

現状、地すべり対策工事として具体的に取り組んでいるところは、村内では、今現在は

ありません。ただ、施設的には、例えば小滝の日隠、貝廻坂の一番大きなカーブ、あの奥

手に集水井戸があります。それですとか和山、これは地すべりの集水の水を今まで消雪パ

イプに再利用させていただいておりました。箇所的には、これ、農政サイドでの指定もご

ざいます。農政サイドでは、直接的なハード事業はまだやっておりませんけれども、それ

ぞれ、地すべり、雪崩、治山、さまざまな観点でそういった指定がございます。その辺、

場所場所によって対策工を実施していくと。またその維持管理も、当然、設置者が実施を

するということが基本になっていくということになります。 

 

＜鈴木委員＞ 

ちょっと、森のこの地すべり、恒久対策をしたというふうに書いてあるんですが、その

辺は、森地区の人が安心して暮らせるという太鼓判が押せるかどうか、その辺も一言お願

いしたいと思いますが。 

 

＜産業建設課長＞ 

地すべりに対しては、これで全てＯＫという太鼓判を押せる状況にはないというふうに

感じております。森地区につきましても、集水井戸で水を集めて、一時期、それらも水道

水の利用等々という話もあったわけですけれども。現実として、かなりまだ湧水といいま

すか、水の出ていることが確認できておりますので、それらは県のほうにも引き続き、新

たな工事の施工ということで要望しております。 

また、今回、村で復旧・復興しましたけれども、これらの施設の維持管理等についても、
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地すべり防止区域内のものでありますので、県の管理下の中で総体的な施設の機能向上が

図れるように、あわせて要望をしているところであります。 

 

＜相澤委員長＞ 

ほかにいかがでしょうか。 

 

＜安藤委員＞ 

ちょっとお聞きしたいと思いますが、私も森地区ということで、この図面でお宮さんか

らずっと上がっていってクラック①がありますけれども。以前、水抜きということでずっ

とやったんですけれども、途中まで行ったら、何か水が全然もう出ないということで、や

らないとかって止まったことがあったんじゃないかなと思うんですけれども。その後、18

年豪雨のときに、羽倉側のほうが、今のクラック①よりももっと上のほうですかね、田ん

ぼへも相当の土砂が流れ込んで向こうは大変だったんですけれども、それ、やりようがな

いというのでそのままにしちゃったんですけれども。ここには地すべり防止区域っていう

のが指定されているわけなんですけれども。この辺の動きというのは、何か調査している

とか、そういうことは全然ないんですか。 

 

＜産業建設課長＞ 

森地区、今現在、この地域での調査というのは実施しておりません。今、お話しのよう

に、過去にそういった経過があったというのも、ちょっと我々も、それは把握はしてなか

ったんですけれども。いずれにしても、今、この地域にあっては、田んぼも、災害復旧し

た後、下のほうから水が出るとかという問題が発生しておりますので、その辺、地すべり

関連という中で、調査のほうもあわせてお願いをしていきたいというふうに考えます。 

先ほどちょっと落としたんですが、青倉地区もスキー場の上で地すべりということで、

十数年前から対策をやっておるんですが、なかなか思うように止まらない。おととしです

か、新たに水抜き等もしたんですけれども。毎年、その地形変化が変わってくるというこ

とで、継続の調査というのをお願いはしているんですが。一度、その前兆が止まるとそこ

でストップしてしまうというようなことがありますので、あけることなく数年、調査をし

た結果に基づいて、その辺の判断をしていただくようにも、また要求していきたいと思い

ますが。 

 

＜相澤委員長＞ 

よろしいですか。はい、ほかにいかがですか。村道全般でございますので、皆様の地区

とかかわっている場合ということで、特にありませんか。 

 

＜鈴木委員＞ 

社会資本を使った整備で、一つは、事業年度が記されているところがありますが、言わ

なかったことはこれから手をつけるということで解釈していいのかということが一つです。 

それと、本村においては、雪解けと法面の破損というか、これがいろいろなところでこ

出てきているわけですよね。それで、この法面の施工についてですが、鳥甲線の極野から
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入ったところを50ｍ、吹き付けをして完了したという報告があったんですが。吹き付けだ

けでは、非常にこう損傷がひどいと、いろいろなところで事例が出ているわけです。この

工法を、どうやって法面をやっていくと考えているのか、その点を教えてほしいというふ

うに思いますが。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

一応、法面の工法、設計するに当たりまして、法面の地質、斜度、そういうことによっ

て、もう設計条件で工種が限られてきます。だから、その表に基づきまして、適している

というもので設計を進めてはいますが。時にはこの豪雪だとか、そういう考慮がないので、

そういうものもちょっと加味しながら、設計を今後は進めていきたいとは思っています。 

 

＜鈴木委員＞ 

ぜひ、雪国のこの特徴というか、そういうことも含めて、一般的な工法だけ済ますんじ

ゃなくて、やはり一度着工して工事をしたところが長もちをするという対応をぜひこうや

っていただきたい。よろしくお願いしたいと思いますが。 

 

＜相澤委員長＞ 

ほかに、皆さん、いかがですか。私のほうからちょっとお聞きしたいんですが、今まで

各地区の道路改良等、説明があったんですが。課長のお話で、やはり危険箇所をどういう

ふうにやって察知するかという、そのパトロールですね。その辺も含めて、工事は工事と

しても、工事以前でやはり、災害に強いということですから、災害が起きる前後というの

は、これ、何らかの自然界の気象条件がこう変わっていきますので。そのときに、多分、

皆さんは、どこが弱いとか、そこが危ないんじゃないかという、多分、いろいろ知識をお

持ちですので、その辺のこう、何ていうんでしょうかね、パトロールというか。そして、

災害が起きたときにいかに対応していくかという、このシステムというか、その辺はどう

いうふうに計画をされているのかというところをお願いしたいと思います。 

 

＜産業建設課長＞ 

道路パトロールにつきましては、基本的に職員で異常気象の都度のパトロール、とりわ

け大雨、台風等のときは、当然、それが通り過ぎた後は、確認ということでするわけです

けれども。日々のパトロールという部分では、システム化されたものがございません。維

持管理的なことも含めて、なるべく定期にパトロールしようということで心がけてはいる

んですが、なかなか人的に間に合っていないというのが実態であります。 

加えて職員の方々にも、せめて通勤している間の道路の異常等については報告をしてく

ださいということで、特に村長からよく言われるんですが、路面に穴が開いていても、毎

日通っている職員が何も言わないということではまずいですので、その辺は、システム化

するといいますか、当然、通っている職員が、街灯もそうですけれども、絶えず自分の目

で見て感じたことを担当部局に報告をするように心がけることを、また、一つのシステム

としてつくり上げていければなというふうに感じています。 
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＜相澤委員長＞ 

集落支援員制度がもう設置してありますので、当然、集落担当の方がいらっしゃいます

が。担当でも、その地域の方というのはまた違う。例えば横倉の職員の人が和山も担当し

ているということもありますので、それは今の話に当てはまらないかと思うんですけれど

も。やはり、皆さんがしょっちゅうこう、何ていうんでしょうか、移動している最中にや

はりチェックをしていくというような、特にパトロールはパトロールでいいとしても、ふ

だんそういうさりげなくそういうところを見たら、何ていうんでしょうかね、すぐ問題提

起をして、災害に強い形をどうやって訓練していくかということも必要だと思いますので、

ぜひ集落支援員制度の中でも、そういうところも含めて、守備範囲だというようなことで

お考えいただければと思いますが、いかがでしょうかね。 

 

＜総務課長＞ 

今、産業建設課長が言ったように、職員、気づいたら、その都度、報告をするというこ

とが、一番、情報として早く集約できるというのを一番、小さな村ですから、そういうこ

とが慣例的に行われているのが一番ベストだというふうに思うんですけれども。なかなか、

担当が違うと我関せずみたいなところが往々にしてありまして、この震災を契機に、そう

いったことじゃなくて、震災に強い村をつくるんだという気持ちで、全職員がそういった

気持ちで常日ごろいるということが肝要でございますので、職員教育も、そういったとこ

ろも踏まえながらしていきたいというふうには思っております。 

 

＜相澤委員長＞ 

ぜひそうしていただいて。今、震災のほうの関係で本を出すという動きがあるんですが。

それは、いわゆる新潟の先生方ですけれども。この、ちょうど栄村には、飯山からのプレ

ートと津南のほうからのプレートがちょうど重なってぶつかり合うところだという話を聞

いているんですが。大変、地震が頻繁に起きると、それから善光寺地震の記録も古文書か

ら出てきたという話を、この間、公民館で話を聞いたんですが。大変なやっぱりこう、こ

こは前歴があるところなので、もう常に明日が震災来るかもしれない、あさって来るかも

しれないという、やっぱりそういう、何ていうんでしょうかね、地域を守る側ではやっぱ

り、そういう意識はやっぱり、もう特に忘れてはならないと思うんですが。ぜひそういう

職員の中の体制といいますか、常に危機感、危険がやっぱりいつ起きてくるかわからない

よと。 

確かに白水先生の古文書の話なんかを見ると、やはり当時起きたものを記録に残して、

常日ごろに準備をするといいますか、そういうところが、今の時代は情報が多すぎるのか

わかりませんけれども、大変、筆で書いた絵図が、もう大変に記録がありありとわかりや

すく明確に書いてあったのでびっくりしたんですけれども。ぜひそういうものも、職員の

中の何か研修の中で入れていただいて、栄村の地域は、もう信濃川の地震帯の帯に含まれ

て、一番そのプレートがぶつかる地点だよというところで、やっぱりそれは根底に置いて

おかないといけないと思いますので、その辺、ぜひお願いしたいというふうに思います。 

さて皆さんのほうから、よろしいですか、進んで。もう一つ、はい。 
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＜鈴木委員＞ 

委員長の発言と、今、総務課長の発言があったんですけれども。やはり、私はこの村が

復興していく一つの大きな鍵は、村の職員が復興に向かってどう力を出していくかと。私

は、今、道路があれだったら、危険箇所があったら報告しなさいという、村長が一生懸命

言っているという話があったんですが。ぜひ職員全体で、やはり職員がこの村に住んでい

るという利点を生かして、やっぱり自分たちが生活する村、職員自体がやっぱりこう復興

計画をどう自分たちも率先して、総務課長じゃないですが、縦割りじゃなくて、全体とし

てやっぱり、自分たちの暮らす村をどう復興させていくのかと。私はやっぱり職員の力が

非常に大きいというふうに思うんですね。そういうところも職員が引っ張って、やっぱり

集落も元気になっていくというところに結びついていくだろうというふうに思っています。

ですから、ぜひ通り一遍ではなくて、やはり職員全体で知恵と力をどう発揮して、復興に

職員も先頭になって取り組んでいくかという動きをぜひつくってほしいと。そしてやっぱ

り村民に、やっぱり職員の姿を見せていくということは非常に大事だろうというふうに思

うので、ぜひそれはやっていただきたいというふうに思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

それから、追加ですみません、もう一つなんですが。今、村道のほうでも話が出ました

けれども、これから高齢者が多くなる村の中で、いわゆる歩行として電動三輪車・四輪車、

これを利用する方が多くなってきます。そんな形で、村道のこれからのあり方、例えば軽

トラックが走るとともに電動カーが、シルバーカーと言うんですか、あれが走りますので、

その辺の道路対応といいますか、災害に強く、電動車両も利用できるような、その辺は、

お考えというのはあるんですかね。 

 

＜産業建設課長＞ 

電動カー的なものについては、特段の免許が必要になって車道を走るという前提に立っ

ていない、歩行者の補助道具みたいな位置づけでしかない中で、道路管理者とすれば、当

然、道路を利用する方々ですので、それらの安全確保というのは優先されなければなりま

せんけれども。冬場は走らない、ほとんど利用ができないという実態でありますので、と

りわけ夏場が中心になるわけですけれども。地域によって、地区内道路であってもかなり

急勾配なところもありますし、先ほどの話のように、今まで生コン舗装なり、黒舗装（ア

スファルト舗装）なり、簡単にとりあえずという手法で舗装をしてきた、その結果のつけ

が、大分、今、あちこちで、ちょっと穴が開いちゃうとどんどん大きくなっちゃう。そこ

へ電動カーなり、また押し車なり、高齢者が歩くだけでもそれに引っかかって危険だとい

う状況があちこちであります。それら全てをすぐに解決できるかというと、なかなか現状

の中でできないものですから、補修、補修ということの繰り返しになっているんですが。 

可能な限り、やはり盤からしっかりとしたものをつくらないと、地区内の除雪をして、

それに耐えられない道路なんですね。大型の機械を入れても耐えられないという。その辺

からやはり、道路そのものの構造も見直していかなければならないかなと。並行して、そ

ういった歩行者の安全確保という観点からは、可能な限りスムーズな通行が可能な状況を、

差し迫って問題になるところから修繕をしつつ、全体計画を練り直す中で問題解消を図っ
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ていくということにしていくのが、今のところ精いっぱいかなという感じがしています。

経費的な部分も、当然、絡みますけれども、より具体的に長期な展望に立つ中で、道路の

構造そのものをやっぱり見直しをしていくべきかなというふうに、今、考えております。 

 

＜相澤委員長＞ 

特に子どもと高齢者ということで、よろしくお願いしたいと思います。屋敷地区の500ｍ

のあの安全帯ですか、グリーンの。あれ、なかなか、見てきましたけれども、冬、外すと

いう、また雪国の宿命といいますか、お金がかかってあれなんですが。１人の子どものた

めにあそこまでやっていただいたというのは、大変、何ていうんですかね、災害に強いと

いいますか、子どもの環境を考えたということでは評価できるものだと思いますので、ま

たぜひ各地区に高齢者のための、またそういう電動カーが使える、そういう、安全に行き

来できるようなそういう仕組みを考えていただきたいと思います。お願いいたします。 

それでは、いいですか。 

 

＜安藤委員＞ 

その件について。 

 

＜相澤委員長＞ 

その件で、はい。 

 

＜安藤委員＞ 

すみません、今の屋敷のそこの件なんですけど、ちょっと教えてもらいたいんですけれ

ども。ここには、「通学路における緊急合同点検」と書いてあります。これは、どういう方

が集まって検討されたのか。私は、あそこ、以前からたまに行って見たりすると、水路が

ありますよね。あそこからの落石というのがあるんで、途中はそんなにあるというわけじ

ゃないんですけれども。基本的にガードレールをつくっても、落石があった場合に、もし

運悪くそこに行き会った場合には、ガードレールどうこうという問題ではないんじゃない

かなというふうに思うんですけれども。上のその落石防止については万全を期しているん

ですか。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

この事業ができる・・・ 

 

＜総務課長＞ 

これ、公安でしょう。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

そうです。公安っていうかですね、学校を中心に最初は動いていました。通学路におい

て、事故があったということだったんです。平成24年度に、学校、警察、県、役場で、学

校からの要望に基づきまして、ここの道を直してほしい、ここをこうしてほしいという意
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見が出されまして、それに基づいて、村道は村、県道は県のほうで対応するということに

なりました。24年度交付金要望の中で、緊急点検をやって、すぐに要望を上げろというこ

とで、決まってきた感じです。 

 

＜安藤委員＞ 

それで、落石防止は完璧なものですか、そんなに高いところじゃなくて。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

その通学点検路の会議の中では、上部からの落石も危険だということで、小学生を、行

きも帰りも川側をこう歩かせるそうです。そのために転落防止柵をつけたわけなんですけ

れども。今のところは、落石があって片付けたという維持作業はあまりやってはいません。 

 

＜安藤委員＞ 

ないよね。だから、あるのはやっぱり、あの水路のところがやっぱり、上で、上部で何

か落ちたときに転がってくるんじゃないかなと思っているんですが、心配ないですか。 

 

＜島田村長＞ 

あれはふさがっちゃうんだよ、大量の水が出れば、オーバーしちゃう。 

 

＜安藤委員＞ 

あそこ、別に下、水路を切ってあるわけじゃないから。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

安藤さんが言われるのは、洗い越しのところというか・・・ 

 

＜安藤委員＞ 

あの辺が一番危ない場所じゃないかと。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

みんなあそこに、屋敷集落内の排水の流末が集まってくるというところだそうなんです

けれども。 

 

＜安藤委員＞ 

確認してあるわけですね。そこの落石防止ということは。 

 

＜産業建設課建設係長＞ 

治山要望として県へ報告してあります。 

 

＜産業建設課長＞ 

今のその屋敷、秀清館さんに入っていく道路、これについては、村道の改良のときに、
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法枠ということで、上流側は法枠で固めてあるんですね。で、石は落ちない。今、お話の

途中の水路横断、ここから下流については、そういった施設は施されておりません。その

部分については、あそこが保安林指定ということで、林務部のほうで治山工事の中で対応

してくださいということで。この震災前に融雪で歩道が抜け始めたということで、村のほ

うでは応急的に吹付工を実施したんですが、本年、林務のほうで周辺の施設整備を県単事

業としてやってくれるということで。さらに、あそこに堰堤が一つ入っているんです。入

っているんですが、もうそれが機能できない。今度、下へ下りてきて道路を横断できない、

すぐ詰まっちゃうという。この辺で、道路のほうは村で考えなきゃいけないんですが、並

行してその辺の安全対策を考えようと。 

今回のこれは公安ということで、基本的には交通安全の施設整備ということで、直接、

その落石防止というところまでは手が出せなかった。まず歩行者、通学路ということでの

位置づけだけだったものですから、今、係長、言ったように、山際を歩くことが危険とい

うことで、川側を歩いていると。では川へ転落したらどうするんだということで、転落防

止柵と。冬場になると、今度、雪崩という心配が出てくるわけで。あの地形からして、非

常に通学路としては難しいところで、あそこもそもそもは車が入らなかったところを強引

に道をつけたという経過もあって、あそこを子どもが歩いて通学するという想定がなかっ

たというのも一つあったものですから、現状の中で非常に危険が増しているということで、

今回、施策をとったと。 

秋山小学校については、歩いているのが屋敷地区のみという中で、今回、そこだけをや

ったんですが。栄小学校については、東部側はスクールバスということで、百合居橋から

対岸の箕作、月岡、そちらの方面の歩行安全ということで、あちら側もカラー舗装をさせ

てもらったと。横倉駅からは村道ということで、県道までは村で、また県道からは県で、

それぞれ実施をしたという状況であります。 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは、１番のほうはこれでよろしいですか。いいですか、はい。それでは先に進み

たいと思います。 

 

２）集落への復興支援金について 

 

＜相澤委員長＞ 

２番の集落への復興支援金についてに進みたいと思います。ではこちらのほうの説明を

お願いします。 

 

＜総務課長＞ 

では私のほうから議題２の集落への復興支援金制度につきまして、ご説明をさせていた

だきます。座って説明させていただきます。本制度につきましては、まだ予算化になって

いる状況ではございませんで、これから26年度分を予算化をしていくということで、まだ

事業として成立をしているわけではございません。現在、検討段階という中でございます

ので、今まで震災復興計画に基づく事業について、点検・アドバイスをいただいておりま
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すけれども、これについては、企画段階というところで点検・アドバイスをお願いをする

という段階でございます。 

ふるさと復興支援金の概要という資料をごらんをいただきたいと思います。復興計画の

中に、集落ごとの特色ある復興、栄村には31の集落がございまして、この集落、大変、自

立の村づくりに、非常に積極的に集落自らが立ち上がっていると。また、震災においても、

集落それぞれがまとまって防災意識を持って対応をしましたし、また、今後、これからも

そういった防災対策、それから防災教育等を行っていくためには、欠かせないまとまりで

あるというふうに理解をしておりますので、自主防災組織としての位置づけ等も、集落と

お話をする中で位置づけていきたいというふうには、村として考えておるところでござい

ます。そうした集落が、震災で人口も減り、住民そのものも元気をなくしつつあるという

中で、村民が自らの知恵と工夫によって、それぞれが提案をする事業に対して、予算の範

囲内で支援金を交付していこうという制度でございます。 

そうはいっても、では何でもいいのかとこういうことになると、なかなか、それはそう

はいかないというか、そうするとどういう基準でやっているのかということも問われてき

ますので、やはりどうしてもその辺は、対象事業というものをたがをはめていかなければ

ならなくなってくるというのが制度の内容でございます。 

交付対象としましては、集落、複数の集落の共同体も含むということで、本年度、スタ

ートしようということで、内部では話をしておるところでございます。過日の新聞等で見

ますと、あるＮＰＯ団体の言葉でございますけれども、復興は、自治体が計画をつくって、

国からお金をもらって行っていくけれども、復興については、民間が知恵を絞ってやって

いくエリアが大きいんだということを申していたのが印象に残っておりますけれども。そ

ういった意味でも、集落からの提案というものを取り入れていこうということでございま

す。ただ、意見としましては、任意団体も加えるべきではないかというような意見もござ

いましたけれども。それは、今後、必要になってくるということも考えられますけれども、

26年度については、この集落ということでスタートをしてみようということで、それは今

後の検討事項ということで捉えております。 

３番目としまして、交付対象事業としましては、ごらんの７項目を掲げてございます。

地域協働の推進に関するもの、保健・医療・福祉、教育及び文化の振興、安心・安全な地

域づくり、環境保全・景観形成、産業振興及び雇用拡大に資するもの、集落の復興・発展

に資するものと、この７項目に絞っております。 

それから交付対象外の事業でございますけれども、他の事業の対象になっているものに

つきましては、補助金がダブるというようなことになりますので、そういったものは除外

をする。それから宗教的、政治的、公序良俗にかかわる、こういったものについては、除

外をする。それからもっぱら特定の企業、団体、個人の利益を追求するもの。それから農

機具及び除雪機の購入につきましては、これも賛否両論、いろいろ意見はあったんですけ

れども。この単品をもって復興に資するというのは、なかなか、ストーリー的にも、この

単品だけをもってやるということは難しいのかなという中で、その上の交付対象事業の中

に結びつけながらストーリー立てていく場合には、これはまた後ほど出てくる判定の中で

の話というふうに考えております。それから単に道水路、これも同じでございまして、そ

の３番に掲げたものの中での話ということで考えていただければというふうに思っており



 - 16 - 

ます。 

それから対象経費でございますけれども、交付対象外経費、特定財源を控除した経費と

いうものを補助対象の経費とするということで、現在、考えております。対象外経費につ

きましては、次のページでございますが、集落等の運営費及び人件費並びに施設の維持管

理経費、これは、通常から集落が、現在、負担しているものでございますので、村からの

集落交付金等、支援をしておりますし、そういったものも活用しながらやっておるもので

すから、この制度の中には取り込まないということでございます。それから用地の取得及

び貸借に要する費用及び補償に係る費用につきましては、これについては集落のほうで負

担をしていただきたい。それから計画策定に係る費用、食糧費、そういったものについて

も、集落のほうで負担をしていただきたいということでございます。 

この制度の実施期間については、26・27・28という３カ年で、復興計画の終了する平成

28年度までということで、現在、考えております。 

それから支援金の交付額でございますが、ソフト事業・ハード事業とも、補助率は５分

の４以内ということで考えております。ただし、ソフト事業につきましては、その性格上、

単年度で終わるということは、なかなか成果が見出せないというところもありますので、

数年にわたる場合が往々にしてございます。これにつきましては、複数年実施する場合に

は、その補助率についても引き下げを検討していくということになってまいります。 

それから補助金の限度額でございますが、１集落当たり、補助額の上限を1,000万円とい

うことで考えております。これをはめないと、ある特定の集落が事業をバンバン、バンバ

ン立ち上げてきますと、そちらのほうへ全部流れていってしまってという形にもなりかね

ませんので、そういったことで全集落とのバランス等も考える必要もある中で、上限のた

がをはめさせていただいているということでございます。 

それから１事業当たりの補助の下限でございますが、50万円を下限とするということで、

50万円を切る事業につきましては、この補助の対象外とするということでございます。 

それで、各集落から上がってきた事業の内容の検討につきましては、検討委員会という

ものを設けて、審査を経て、予算執行者である村長に提言をして、事業採択を決定すると

いうことにしております。ただ、以前もこういった事業を行った経過があります。ありま

すが、委員会で結論を出したあかつきに、政治的にひっくり返ったというようなことも往々

にしてあったということも経験としてありますので、検討委員会での審査意見につきまし

ては、村長に報告はいたしますけれども、検討委員会として意見は公表するということで、

現在のところ、考えておるところでございます。 

それから選定基準につきましては、「集落からの特色ある復興」に資する事業であって、

費用対効果、そういった有効性が認められるかどうかということを選定基準にしていくと

いうこととか、集落の実情やニーズに即した事業計画であるのか、公益性の高いものなの

かと。合意形成が図られているか、法令違反をしてないか。住民の参画が十分なされてい

て、一部の人で計画を起こしているというようなことがないよう、集落全員が取り組むと

いうような事業になっているのか。継続性、発展性があって、復興の一助になっているの

かと。そういった多面的な選定基準の中で検討をしていただいて、意見をまとめていただ

くということを考えております。 

取得した物件につきましては、この事業によって取得をしたものであるという広報表示
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をしていただくと。いわゆるそういったステッカーですとか、看板ですとか、そういった

印刷物ですとか、というものを明示して張っていただくということになります。当然、そ

の経費は各集落で持っていただくということに当然なってまいります。 

それから事業の評価については、集落自らが点検実施をして、村長に報告をしていただ

くということになります。村長は、全事業について、事業結果を公表して、この推進委員

会にもその結果を報告をするということになっております。 

以上、基本的には県でやっております元気づくり支援金、そういったものも集落からの

提案というようなことの中で取り組んでおる事業でございますけれども。復興基金という

予算をいただいている中で、その基金を活用して、ふるさとからの、栄集落からの復興に

この基金を活用していこうというものでございます。 

あと、その要綱等も後段についておりますけれども、これ、まだ、政策会議等に出して

おりませんので、これについては未定稿ということでお願いをしたいと思います。現在の

ところの制度構成について、ご説明をさせていただいたところでございます。以上でござ

います。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、ご苦労さまでした。説明を受けましたが、４時になりますので、ちょっと10分ほ

ど休憩をとりたいと思いますので、よろしいですか。それでは、再開は４時５分まで休憩

にします。 

 

（休 憩） 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは時間になりましたので、休憩前に引き続き会議を続けたいと思います。お願い

します。先ほど集落への復興支援金について、総務課長のほうから説明がありました。こ

のことについては、委員の皆様、いろいろお考え方があると思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。なお、この会議の終了時間は、一応、５時を目安にしておりますの

で、よろしくお願いいたします。さて、委員の皆様、いかがでしょうか。 

 

＜桑原委員＞ 

このふるさと復興支援金というのは、いい制度ではないかと思っております。集落でこ

れについて話をするだけで、一つの復興につながるんではないかというふうに思っており

ます。これが各集落からいっぱい出てくれば、集落、将来を本当に考えて、それが採択に

ならなくても、話し合ったことが、また普通の、何の事業にも生きてくるんではないかと

いうふうに思っております。いろいろと制限があるんですが、本当にやりたい事業を集落

で考える、そういった集落がいっぱいになればいいんじゃないかと思います。以上です。 

 

＜島田村長＞ 

予算をちょっと、予算を説明して。 
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＜相澤委員長＞ 

はい、では予算のほうもお願いしたいと思います。 

 

＜総務課長＞ 

先ほど限度額が１集落、最高で1,000万円というお話をさせていただきましたが。全集落

から出てくれば、掛ける31ですから３億1,000万円とこういうことになるわけですけれど

も。全部出てくれば３億1,000万円、予算化をする必要がありますけれども、当面、26年度

では3,000万円くらいを上げてみようかなというふうに考えております。 

26年度、全部で1,000万円使わなくても、１集落でですね。３年間で1,000万円使っても

いいわけですし、その辺はやり方次第だと。そのやりたい事業の中身にもよりますけれど

も。単年度でやらないと効果が出ないんだということになれば、１年度でどかんという話

にもなりますけれども、３年かけてやるということも可能なんだということであれば、ま

たそれでいいのかなということで考えておるところでございます。 

皆さんのご意見をいただく中で、６月に間に合えば６月の議会に予算計上をしてまいり

たい。政策会議が６月の上旬でございますので、今日の意見を踏まえながら要綱等を整理

して、計上するか、しないか、決定してまいりたいというふうに考えております。 

 

＜相澤委員長＞ 

この集落支援金は、今、企画段階で、初めて復興委員会のほうでお諮りをするというこ

とになって、今まで復興委員会では、やったものなど、こういう状況はなかったんで、皆

さんの意見を尊重しながら立ち上げていきたいということですので、きめ細かなお話をし

ていただきたいと思いますが。先ほど、いい話し合いのきっかけで集落が一つになるんじ

ゃないかって、大変好ましいという話も出ましたが。細かくいろいろあると思いますので、

委員の皆様からご提案、ご意見、いただきたいと思います。いかがでしょうか。 

 

＜月岡委員＞ 

この復興、これ、あれですか、一つの補助事業をいただいていて、プラスまたこれもで

きるというようなことはできるんですか。例えば公民館が非常に、今、耐震もままならな

いというようなところで、前回の震災等で見ると、やはり公民館というのは頑丈のものが

あれば、集落の人はそこにみんなが集まるというようなことになるかと思うんですが。と

にかくちょっと改造するとなると、何千万円もかかると。前の、何か、１世帯で７万円で

すか、そういう負担以後は村で何か見てくれるというような話も聞いていますけれども。

そういうものにプラス、この支援金が交付されるものなのでしょうか。そこらあたり、ち

ょっとお聞きしたいですが。 

 

＜総務課長＞ 

今、具体的な話の中で、集落公民館の耐震化という話が出てきたんですけれども。それ

は、この復興支援金とは別立てで、公民館の耐震化事業というのを起こしているんです。

ですから、耐震化については、この制度とは別立てでお金が出るというふうに考えていた

だきたいと思います。 
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ただ、ついでだから、それは壊した壁はもとどおりにしなきゃいけませんけれども、こ

のぐらいでいいだろうというような壁を、いやいやそんなもんじゃない、もっといいのを

つけるんだみたいな話になると、これは工事費がどんどんどんどん上がっていきますので、

これは、集落公民館というのは毎日使うところでもございませんし、集落の寄り合いで使

う、避難所として使うというところの中で耐震化を行っていくということで、１戸当たり

７万円を限度としてというお話をさせていただいておりますので、その集落公民館の耐震

化というのは、この４番にございますような、村が支出するほかの支出金でやっておりま

すので、その耐震化については、この事業とは別だということでお考えをいただければと

思います。 

 

＜月岡委員＞ 

そうすると、その中身ですね。今、耐震化して、その公民館の中を改造するというよう

な場合は、これ、対象になりますか。 

 

＜総務課長＞ 

対象になるか、ならないかというのは、その計画書のものですけれども。まず１点、す

ぐ引っかかってくるのが、この４番の村が支出している支出金と重ならないかとか、そう

いったものが一つ考えられます。それからその公民館の内装をよくすることが、その集落

の復興につながるのかというところも、選定委員会の中できっと問題になるんだというふ

うに思いますので、そういったところが審査対象になって、結果はどうなるかわかりませ

んけれども、そういったところが問題になるのかなというふうには思われますけれども。 

 

＜鈴木委員＞ 

この復興支援金の、今、概要の話を、今日、聞かせてもらって、基本的にはぜひ実施を

していただきたいというふうには考えます。そもそもこれをつくるというか、要請したの

は、新潟の中越沖地震で新潟が出資して自分たちで復興基金をつくったという状況があっ

て、使い勝手は、新潟の場合、ものすごく範囲が広いと。本村の場合は国からお金が出て

いるものですから、交付対象事業、対象外というふうな規定をせざるを得ないというふう

には思いますけれども。基本的には、国や県のその補助事業で救えないものを、やはりこ

れを使って救っていくという基本的な考え方は、貫いてほしいなというふうには思ってい

ます。 

多分、今日の説明の中で、この決裁は検討委員会がすると思うんですが、例えば少し幾

つか、際どいというか、話をすると、例えば祭りについての支援をどういうふうに考える

かと。この栄村の場合も、祭りというと全員がもう氏子になっていて、直接、こう宗教的

な雰囲気ってすごく少ないと思うんです。そういう点では、例えば伝統文化としての祭り

として位置づけて、そういうフォローがしていけるのか、例えばどうなのか、そういう裁

量がですね。 

それともう一つは、対象外で除雪機購入というふうに書いてあるんですが。やはり高齢

化率が49％にもなって、年を重ねるごとに、やっぱりこう雪に対する不安というのが極め

てこう大きくなっていると。それでこの復興推進計画の40ページにありますけど、集落の
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除雪体制の検討と整備とか、それから救助員等の配置の検討とか、ボランティアの支援体

制等の文言が入っているんですが。当村のこういう救助体制だとか、道踏み支援の組織を

残しながらも、やはりそれだけの回転では、やっぱりこう不安を募らせているところや、

道踏み支援のところも多少機械が入るような、そういう検討もしていく必要があるのかな

と。そうすると例えば、雪に対する不安を取り除いていくと、それで安心して暮らしてい

ける環境をつくっていくと。そういう点では、やはり除雪機も、私なんか検討してもいい

かなというふうには思っていますが。その辺の裁量は、多分、検討委員会ですると思うん

ですが。ぜひ、なるべく拾えるという方向で、この内容は検討していただきたいというこ

とが一つです。 

それからもう一つは、ぜひ、さっき桑原さんのほうからも話がありましたが、この事業

内容、やっぱり集落懇談会なり、やっぱりこう説明会とか勉強会をやって、やっぱりこれ

を使いながら、どう集落が元気になっていくのかと、自分たちでどういう集落をつくって

いくのかと、そういう一歩として、ぜひその辺の検討もしていただきたいというふうに思

います。 

 

＜総務課長＞ 

正確にはちょっとわからないんですけれども、お祭りのお話が出ましたけれども。中越

地震で、長岡まつりでフェニックスというでかい花火をＮＰＯが上げているらしいんです

けれども。あれも復興の一助として上げているらしいんですね。よく知らないんですけれ

ども。それが大変なお金がかかるんで、どうしようか、どうしようかというような話があ

るという話をちらほら聞くんですけれども。それも、祭りと言えば宗教的なのか、あれは

みんなを元気にするものだろうというふうになるのか、その辺はその考え方で、さっきな

るべく拾っていく方向で考えるものと、否定的にカットしていくという考え方でいけばだ

めなんだろうし、それは、復興を目指す事業でございますから、拾っていくという前提で

いかなければならないのかなというふうには思っていますけれども。それは、私ども、も

う委嘱した以上はその人たちの選定、基準はここにございますので、この基準に沿って考

えていっていただくということになろうかと思います。 

それから機械の関係でございますけれども、単に機械を買っただけということで、では

それがどうつながるんだとこういう話になりますので、これの購入、例えば計画したとき

に、それと結びつけて、集落がどのようにそれを使って、今後、どうしていくんだという

話をそこでストーリー立てないと、なかなか難しくなってくる。 

加えて、除雪については、本来的な公共的な部分が強いものですから、特に道路除雪な

んかは、入らないところは小型除雪機でやらざるを得ないですけれども、基本的には公共

除雪でやるというのが前提でこの村はやっています。それから民家の雪掘りについても、

救助員が入って、日本全国で始めて制度化した村でございますから、そういったもの、特

別公務員制度で対応しているところでございますので、そのはざまの中で、どういうふう

にして、集落がこの機械を使ってやっていくのかというところが見えないと、なかなか難

しいというふうには思いますけれども。基本的には、この基準に従って、前向きに考えて

いくのが筋だろうというふうに思います。 
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＜島田村長＞ 

祭りの件って何だい、それ。祭りの・・・ 

 

＜鈴木委員＞ 

いやいや、だから祭りで例えば申請したときに、神社と結びつくかとか、いや、だから

それは、すごく幅が広いと思うんです。だからその申請をしたときに、どういう判断をし

ていくかって。今、総務課長が前向きと言って、私はこれとこれという具体的な話は、例

えば何を買え、何を買えという話じゃなくて、そういう基本的な考え方で臨んでほしいな

というふうなことを言っています。 

新潟の、今、花火の話が出ましたが、やはり私も、先日、その基金の事務局長をやって

いた人とたまたま会う機会があって、いろいろ話をしたんですが。やはりかなり幅が広が

っちゃっていて、いろいろ問題もあると、率直にそれは認めていました。だから、私は、

こういう枠を、特に国のお金なので、たがをかけていく必要があるけれども、基本的には

どう拾っていけるかという対応をぜひお願いしたいと。 

それから、もう一つ、さっき言ったように、集落にどう徹底していくかと。徹底しなが

ら集落の力をどう引き出していくかという辺はどういうふうに考えているか、もう一度お

聞かせください。 

 

＜総務課長＞ 

予算が通ったあかつきには、区を全部回ることはちょっと大変かなと思いますので、区

長さん方に、耐震化の話もありますので、もう一回、本当は年２回なんですけれども、臨

時的に集まっていただいて説明会を催すか、その辺はまたちょっと考えさせていただきま

すけれども。いずれにしても、説明をさせていただくということで進めていきたいという

ふうに考えております。 

 

＜相澤委員長＞ 

さてほかにどうでしょう、皆さん。村長、何かあるんですか。この事業については、各

集落の区長さんにご説明するということなんですが。この事業をやるというのは、大変結

構だという話も出ております。ただ、こういう事業をやる元気のある集落というのがあり

ますが、元気のない集落でどうしたら、いや、1,000万円使えるんだと、何をしたらいいと

いう話もあるんで、この辺は説明だけで本当にいいのかという。ほかの、今、あちこち全

国を見ても、各中山間地の集落のあり方で、いろいろ支援のあり方ありますが、大体成功

しているのは、よそ様が入ってきてサポートをしているのが、これが大体こう活着（かっ

ちゃく）というか、地に着いているような動きなんで。できればこれを、やはり、別枠で

もいいんですが、集落を支援するための策のための支援をするというか、そういう、こう

何ていうんですかね、効果的に動くように仕向けるプロデューサーみたいなところ、そう

いう人がいるかどうかわかりませんけど、そういうためにやっぱりある程度予算をつぎ込

んでいただいて、例えば、今、限界集落と言っているところには何をしたらいいんだと。

限界集落より、今、もう消滅集落になっているという話があちこちで出ているんで、そう

いうところには一体、少子高齢化の中でこの集落を本当にこうできるのかと。 
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実際、考えてみたって、いや、これはいい答えが出ないというところも必ずあるわけで

すから、その辺の部分を、例えばそういう専門家といいますか、専門家がそれになじむか

どうかわかりませんけれども、例えばそういうところに、いや、実はここにはこういう資

源があってこうなんだけど、これを皆さんで力を合わせて、村の集落支援金を使う方法が

ありますよというような手引きといいますか、そういうような話を持っていく必要がある

ところと、いや、俺たちはもうそんなの要らないと、自分たちでこれとこれとこれはやる

んだという、そういう集落もあると思うんですよ。ですから、3,000万円の、今年度見たと

いうのは、多分、3,000万円で、集落で３つか４つぐらい出てくればいいだろうぐらいのと

ころだと思うんですが。どうでしょうかね、これをやるための、もう一つ、そういう策と

して、リードしていくための、何かそういうものは考えられないですかね。総務課長さん、

どうですか。 

 

＜島田村長＞ 

どうせ１年じゃないから、どこかで一つやってみれば。 

 

＜総務課長＞ 

集落を指導していくというか、そんなイメージですか。 

 

＜相澤委員長＞ 

そう、困ったところはやっぱり助けて、やっぱり支援していくと。こういうサポートを

したらいいんじゃないのという、何ていうんでしょうかね、余計なお世話的な、何かそう

いうのが・・・ 

 

＜島田村長＞ 

集落支援員はいるけどね。 

 

＜総務課長＞ 

それは、復興支援員ではだめなんですか。 

 

＜吉楽委員＞ 

私もそれでいいと思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

それでいいんです。だから、復興支援員が今度はそういう機能を果たせるようなふうに

していかなければ・・・ 

 

＜総務課長＞ 

だから、復興支援員にこの制度の趣旨徹底をして、この制度を持って集落へ入っていっ

て、その悩みを聞く中で、この制度をどういうふうにして使っていくかという作文立てを

していけば、大いに使える制度じゃないかなとは思いますけど。 
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＜相澤委員長＞ 

それと村の集落支援員ですか、職員の皆さん方と復興支援員と集落と、この３つがうま

くこう連動すれば。 

 

＜総務課長＞ 

私の場合、集落へかかわりませんけれども。 

 

＜島田村長＞ 

さっき言ったとおり、区長会、臨時会をやってみて、どういう意見が出るやらな。 

 

＜相澤委員長＞ 

ほかはどうですか、皆さん。 

 

＜安藤委員＞ 

区長会をやるときに、より細かにその事業の内容なり、これは対象になるとか、そうい

うのをもっともっと詳しく説明してもらわないと。集落でやって話して、ああいいだろう

なと思って行ったら、これはだめだ、これはだめだじゃね、とても時間がかかりすぎるか

ら、より細かに説明してください。 

 

＜総務課長＞ 

それが面倒なんですよ。さっき鈴木さんが質問したように、祭りだって、本当の、本当

のというか、宗教的な色が濃く出てくると、それはだめだろうという話になるし、機械だ

けだと、それがどうなるのっていう話になっちゃうんで。そのソフト的な部分が絡まない

と難しいところも出てくるんですよ。 

 

＜安藤委員＞ 

ではどう判断するんですか。 

 

＜鈴木委員＞ 

いいですか、だからそこをね、私は間口を広げて、例えば直接ね、神社の屋根を直すと

か、何するかというのはちょっと外したとしても、例えば祭りに付随する、さっき村長も

いろいろ言ったけど、のぼりだとか、例えばちょうちんだとか、そういういろいろなもの

をね。例えば集落が、まず私は基本的に、思いついたやつを持ってきなさいと。それはこ

ういう対象外にもなりそうだし、というものも含めて出しなさいと。それで、どうやった

らこれが通るのかという仕事をですね、いや、それは、私はそうだと思うんですよ。だか

ら検討委員会何なりが、それをどう上手に活用できるかと。そういう指導をやっぱりする

必要があると思うんです。そうしないと、最初からもうたがをガァーッとかけちゃって、

そうすると、どこでどうしようかっていうのが、集落のほうが困ると思うんです、率直に

言って。だから集落で、今、何をやったら自分たちは元気になるんだと、生き生きしてく
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るんだと。これを俺のところの集落はやったら元気になるんだというのを持ってきなさい

と。そうしたら、それは相談しましょうよというぐらいの、私は腹づもりでいてもいいん

じゃないかというふうに思うんですね。 

ですから、さっき祭りって言ったんだけど、ではその神社を直したり修復したり、直接

そうじゃなくて、こういうところだったら伝統文化としていいですよと。ここの範囲だっ

たら何とか目をつぶりましょうと。いや、そのくらいの、やっぱりこう受けて、集落と相

談をして集落が元気になっていくという、私は運用をしてほしいなというふうに思って、

最初の除雪機や祭りの話をちょっとしたんですけれどもね。これはこれからの問題だと思

うんですが。 

 

＜総務課長＞ 

今、おっしゃるようなことはわかるんですけれどもね。もう洗いざらいやりたいことを

出して、ではどれがどれと結びついて、これが一体的にできるから、ではこれとこれとこ

れでどうですかみたいな話は、それはできると思うんですけれども。この検討委員会の人

たちには審査をお願いする立場なので、その審査委員に結果を導くような指導をしなさい

と言えば、これはちょっと行き過ぎだと思いますので。当然、村の職員が相談会なりで、

そこの中段に入って集落と話し合いを持つということになると思うんですけれども。その

結果、だめだったということになると、あの野郎ども何言っていやがるんだという話にな

るんで、その辺は非常に難しいです。 

 

＜鈴木委員＞ 

いや、だから、傍聴の人もいるんですが、その辺はやっぱり、だからいろいろな、県へ

申請するときや何かを含めて、そういう説明会もあって、そういう範囲で申請していくと

いうふうに思うんです。ですから、私が言っているのは、その辺の説明を、上げてきた人

に親切に丁寧にしてほしいなということです。 

それと、さっき復興支援員の話がありましたが、これはもう一つ、村で独自につくった

集落支援員の機能を発揮する上でも、復興支援員と集落支援員と、やっぱり協議する場所

を、やっぱりこう工夫すると。それで、そういう人たちの力も含めて、自分の担当してい

る集落にこういう事業が適用できるような、そういう、それこそ一緒になって知恵を絞っ

て、その申請をしていくという仕事をしないと、村でつけた人は名前ばっかりみたいにな

って、やはり集落が呼ばないから行かないとか、声がかからないから行かないとかという

んじゃなくて、自らやっぱり足を運ぶと。そういう点では、私、最初に言ったように、村

の職員が、やっぱりこう復興の先頭にどう立っていくかというのがね。一番大きな集団な

んですよ、役場の職員が、村の中で。この集団が頑張らない限り、ある意味では、なかな

か、集落にやれやれって声をかけてお尻をたたいても、なかなか前進しないと。そういう

点では、一緒になってやっていくという、やっぱり方向性をぜひこう示してほしいなと。

これは両方要望でいいですから、そんなことをちょっと頭に置いて進めてほしいというふ

うに思います。 

 

＜相澤委員長＞ 
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ほかにどうでしょう。 

 

＜総務課長＞ 

復興支援員、それから集落支援員についても、仮に区長さん方に臨時的にお集まりいた

だいて説明会をする機会があれば、その人たちにも当然出ていただいて聞いてもらう。そ

れから役場職員を全員を集めて、こういう制度を立ち上げたので、自分の集落で協力して、

集落が元気になるような方向で協力してやってくれという話は、これはしていく必要があ

るのかなというふうには思っています。 

ただ、その民の、何ていいますか、活力を代用して村の職員が全部やってしまうという

ところは、私、ちょっと問題だというふうに思いますので、その辺は遠慮をしながらかか

わり合いを持っていくべきかなというふうに思っていますので。集落の話を聞く中で、そ

こへ時たま口を挟んでかかわっていって細部をまとめるというようなかかわり方でないと、

どんどんどんどん引っ張っていっちゃうと、なかなか、ちょっとこの制度の意図するとこ

ろと違ってくるのかなというところがちょっと感じるところがあるんですけれども。 

 

＜鈴木委員＞ 

そこは、そういうふうに節操を持ってやる必要があると思うんですが。現状では行って

ないというところに問題があるんであってね。なぜ職員を集落支援でつけたかと。そうす

ると、もうこの集落は、まずは職員がいないということが前提になっているけれども、だ

からまずそこに行くと、で、意見を聞いてくると。私は、行ってもなかなか、官が引っ張

るなんていう状況ではないと思うんです、そういう集落自体はね。ですから、本当に足を

運んで実態をよく聞いて、どこで悩んでいるんだと、どこを突破すれば元気になっていく

のかという、やっぱり情報をつかんで、それで全体に共有するという仕事だと思っている

んです、集落支援員はね。それを引っ張っていくっていうことじゃなくて、やはりＡとい

う集落は、今、これで悩んでいると、Ｂはこれだと、Ｃはこれだという情報を、やっぱり

行政が的確につかむということが、私は一番大事な仕事であって、それに基づいてこうい

う事業をどう結びつけていくかという問題なんですね。ですから、まず、本当に足しげく、

どこか自治会でやっていますが、一升瓶を提げて飲みに行くと。そのぐらいからこう始め

てやっぱりいかないと、お互いに声をかけないでにらめっこしている状況をやっぱり突破

しないと前に進まないというふうに思っているもので、それはどうしてもやってほしいと

いうふうに思います。 

 

＜吉楽委員＞ 

今、この対象者は集落ってなっていますけど、これからは、例えばグループとか、そう

いう、では食に対してやりたいとかっていうグループに対しての交付金とかの考えはある

んですか。 

 

＜総務課長＞ 

先ほど言ったように、集落だけでは村の全体が元気にならないんで、特に、例えば商工

会さんとかというそのくくりが、この中に出てこないですよ、集落だけですと。そういっ
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たところは十分わかってはいるんですけれども。ではその任意団体と、では商工会さんと

どういうふうに色分けするかとなると、任意団体というか、団体というくくりでやるとい

うことになってくるんですけれども。極端な話、そんなことはないんだろうと思いますけ

れども、例えば集落と、それから集落の中であるグループをつくって、それで二本立てで

申請が出てくるというようなことは、それはあってはならない話ですけれども。そんなこ

とも、やってやれないということはなくなってくるので、それは大変まずい話ですから。

だから、今年度は集落からスタートして、次年度以降、団体というものをどういうふうに

くくっていくかということは、先ほど申したように検討事項ということで、私どもとして

は捉えています。だから、今後、検討する中で取り入れていくべきだと。ではいくには、

その問題点としてどういうものがあって、それをどういうふうに整理していくかというよ

うなところを議論しながら、進めていきたいというふうに思っています。 

 

＜吉楽委員＞ 

わかりました。 

 

＜相澤委員長＞ 

過去ですね、教育委員会のほうの枠で、50万円の限度額で、各集落で何かやりたいこと

があったら50万円支援しますよという事業があったんですが。それで社会教育委員がそれ

を検討していくという、そういう助成金が出たんですけれども。私もそれを担当していま

して、いろいろ出ました。審査をした結果、社会教育委員、これならいい、これはと振り

分けていったんですが。大変、今でも覚えているのは、仙当城もあったんですけれども、

ハーモニカを集落で買って、それで集落が一つになるんだと。そのためのハーモニカを買

うお金が50万円ですよという話が、もう鮮明に覚えておりまして。それは本当に、こう何

ていうんですかね、それで今でも続いているわけですが。こういうお金の使い方を本当に

してもらいたいなと思うんですよ。ですから、そういうふうになるのはどうなのか。 

例えばさっきじゃないけど、みんな指導して、呼び子みたいになって、ペーパーがうま

くなって、それでつくって、本当に村おこしになるかといったら、だめなんで。その辺を

どういうふうにするかという、その辺の議論は、当然、必要だと思うんですが。この復興

のこの検討委員会も、ただ検討するだけなんですね。その中には背景として村をつくって

いくという、そういう重みというのが、もうそういうのは全然影はないんで、ただ出たも

のを紹介していくということなんですが。 

だからこれもあわせて、並行的に、復興を目指して震災から３年たったんですが、では

集落、集落と言っているんだけれども、もっと大事なことは、今、これから人口が減って

いくのはもうみんな知っていますので、隣の集落とどういうふうにやっていくかというこ

と、その隣とどういうふうにやっていくか。箕作の乾燥施設もそうなんですが、米も一緒

にするという動きがある中で、集落だけ、集落というふうにこだわって、それはそれでい

いと思うんですが、これからはやっぱり集落同士がくっついていかなければいけないとい

う部分も出てくると、やはりそういう問題も踏まえていかなければ、私はいけないんでは

ないかなと。 

そのためにはどうするかということになると、やっぱり３年たった以後、村づくり、あ
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ちこちでもまちづくり、そういう検討委員会までつくっておりますが、栄村ではできてな

かったと。それ、やっぱり、そういうところを軸にした中で、常に村づくりを考えている

人たちの中から検討委員を選んでいただいて、やはり本当に村が自立していく、さっきの

ハーモニカじゃないけれども、あんな単純なことだけれども、今でも村が一つになってい

るというのは、これはすごいことなので、そういうものをたたき台にして、これを使えな

いものかなと。 

先ほども出ているように、復興支援員と集落支援員と、そしてそれが連携していく話し

合いの場をつくる。あわせて村づくり検討委員会も立ち上げていただいて、やはりそうい

う中で、総合的にこういうものを考えていくというようなことが果たしてできないのかと

いうこともあります。大変難しい問題ですが、これからの村は、とにかくもうエネルギー

の問題と、それから人口が減っていくんだというのはもう極めつけに来ていますので、こ

こをどういうふうにしていくかということをやっぱり大事に考えないといけないと思うん

ですが。この辺、村長さん、どうですかね。 

 

＜島田村長＞ 

相澤さん、今、言ったのは、私が言わなくても皆さんきっとわかっているんだと思うけ

れども。新聞等ではっきり言われると、ちょっと、何ていうかな、マイナス思考になっち

ゃう面もあるんですけれども、それはどうしょうもない面もあるけれども。今、言われた

その検討委員の関係についても、まだ決まったわけじゃないんでこれからなんですけど、

参考にさせていただいて、選びたいと思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

まだまだ、多分、これはいろいろな考え方があって、いろいろな意見、出しにくいのか

な、どうですか、まだ48分ですので、まだ若干時間がありますが。もう一つあるんですね。

では、はい、安藤さん。 

 

＜安藤委員＞ 

先進地事例といいますか、森区の話なんですけれども。24年度だと思ったんですけど、

除雪機１機、導入してもらったんですけれども。どういう使い方がいいかということで、

公民館を主体にして使っていたんですけれども。その後、会議を開いた中で、やっぱり弱

者を救済していかなくてはいけないということで、申し込めば誰でもそれを利用させても

らえるという形になって。これ、誰でも使ってもいいというわけにいかない。やっぱり機

械になれた人じゃなくてはいけないということで、区の中に３人、その要員を設けて、そ

れでその人に、その一番の長の人に申し込めば、誰かがそれを対応してくれるということ

で、困ればもうそれはやってもらえるという、そこまでいったということ。ですから、冬

になれば、対象になる場所も限られるときもありますけれども、森区においては、本当に

力強く、機械を入れたおかげでみんながよかったなという形になっています。 

たまたま、今年、冬は、あんまりその雪のほうがそこまでいかなかったものですから、

あれですけれども。ちょっとでも大雪になってくれば、あのありがたみがもっともっとき

っと増すんじゃないかなと思うんで、本当にいいことをしてもらったなと。そういう中で、
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鈴木委員が冒頭のほうで言ったように、この除雪機についても、うまく有効に使えるのな

らば、やっぱりぜひそれも導入してもいいというような形があってもいいのかなというよ

うに思うんで、これはまたこの先の話になるかとも思いますが。やっぱり大きく考えたほ

うがいいかなというところで、また、それはその時点でまた考えてもらえばいいけど、と

にかく森区においては非常によかったなというように思っていますので、ありがとうござ

いました。 

 

＜総務課長＞ 

従来、その事業を導入した後の使い方とか、それからその効果とか、そういったものを

村民にお知らせをしていなかったというところの村の反省もありますので、この事業につ

きましては、そういった、今、安藤さんおっしゃるような、その事例について、それぞれ

公表をしていくということをこの11番のところでうたっていますので、そういったことが

公表されますので、今のような先進的な使い方であれば、それはいいな、それはそうじゃ

ないだろうという、逆にという話もいろいろあってしかるべきかなというところがありま

すので、そういった優良事例はどんどんどんどん採用していったらいいかというふうに思

います。 

 

３）平成26年度主要事業について 

 

＜相澤委員長＞ 

それでは進めます。３番の平成26年度主要事業についてということでお願いしたいと思

います。 

 

＜島田村長＞ 

それでは、これはもう予算が通っていることでありますけれども、先般、復興推進委員

の皆さんにお配りした中で、説明してくれという事業、それだけは、復興推進委員の皆さ

んから説明してほしいということで言われた事業ということでありますが、私のほうでバ

ッと申し上げますけれども。 

最初の放射性物質測定検査、これについては、放射能、今、いろいろあるんですけれど

も。栄村の場合は、竹の子、わらび、ぜんまい、行者にんにく、ふきのとう、大根、野沢

菜、きのこ類等ということで、放射性物質の測定を行って消費者に安全性をＰＲするとい

うことで、予算額22万5,000円ということで16検体を予定しているものであります。 

それから２番目の青年就農給付金給付事業、これは、前政権の時代にできた事業でして、

現在、栄村、３名がこの給付金をいただいて、農業を頑張っていますけれども。農業、大

変なんで、どうなりますかわかりませんが、今のところ、確か５年間だと思うんですが、

１人150万円ですか、いただけるんで、それ、３名分ということで450万円の予算化をして

あります。 

それから中山間地域等直接支払事業、これはもうずっと前からやってきている事業です

が。今、第３期対策、これが今年で終わりだと思ったんですが。急傾斜地、そこにあると

おり179ha、それから緩傾斜が30haというようなことで、急傾斜は２万1,000円、緩傾斜は
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8,000円の、10ａ当たりですが、それだけお金が出て、その合計が4,000万円というふうに

なっておりまして、これは５年間ですから、２億円というような大変な額で、３期目が終

わるんですが。集落によっては、すごくお金がたくさん行っているところもありますけれ

ども、そんな事業であります。 

それから次の農地・水の保全管理、これについては、脆弱化しつつある地域共同活動を

再構築して、資源を適切に保全するとともに、老朽化が進んだ水路等の長寿命化対策等の

取組を行う向上活動等に交付金を出すものですけれども。現在、共同活動支援交付金は12

組織、対象面積が173haということで、144万8,000円。向上活動支援交付金ということで、

活動組織が10組織で、対象面積が160haで、176万2,000円というようなことで、今、計画さ

れているものであります。 

それから次の中山間地域等の総合整備事業、これは県営の関係ですけれども。今年は調

査測量・設計、そういう関係ですけれども。確か18カ所のような気がしたんですが、村内

の水路とか、それから農道とか、いろいろあるんですが。そういうものの関係について、

今年は全体計画の策定というようなことで、圃場整備も含めて18億円の事業費ということ

ですけれども、今年はその設計ということで1,500万円、上げてあります。 

それから次の森林病害虫等防除、これはご存じのように、カシノナガキクイムシという

のが、みんなナラ・栗等を枯らせて、大変、今、大分よくなりましたけど、青葉が茂って

あまり目立たなくなりましたけれども、これの枯損木の除去というようなことで、一応、

水路の上に転ぶと、倒れると大変だということで、一応、57立方メートルほどを計画して

おりますけれども、173万3,000円ほどの事業費であります。 

それから森林の整備の地域活動支援交付金、これについては、栄村森林組合にそれをお

願いするわけですけれども、森林整備を適切に行うために必要となる作業に対して支援交

付金を交付するということで、592ha、ha当たり4,000円でありまして、236万8,000円、国・

県等々からも補助があるということであります。 

それから次の労働費の企業誘致については、これは、栄村は企業誘致条例もないんです

けれども、栄村にどんな雇用を創出できる企業が誘致できるかどうかということで、一応、

調査委託費ということで、500万円を上げてあります。水とか、そういうものもありますの

で、そういうものの利用方法等についても検討したいということであります。 

それからその次は商工振興事業、商工振興事業については、これは、毎年、商工会に、

経営安定を図るために補助をしておりますけれども、小規模事業経営支援事業補助金とい

うので160万円、それと地域総合振興事業補助金ということで30万円、合わせて190万円を

補助をしているという事業であります。 

その下の生涯現役の関係については、ご存じのように３年間の事業で、今年が２年目で

すか、なるわけですけれども。３億円の事業ですが、今年、１億円ということで、ご存じ

のように半分は人件費というようなことになっておりまして、振興公社に委託をして進め

ている事業であります。公社では、いろいろ、伝統工芸の関係についてとか、加工等々に

ついてもいろいろやっているんですが。何ていいますか、うたってある高齢者とか女性の

雇用創出というようなことについては、あまりぱっとしていないかなというふうに私は思

っているんですが、そんな事業であります。 

それから栄村秋山郷観光協会補助金ということで、これは、昨年ですか、秋山郷と栄村
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観光協会、一緒になりましてやってきていますが。この関係については、560万円について

は、観光誘客活動分ということで460万円と、雪ん子祭りの開催補助ということで100万円、

合わせて560万円の予算化をしておるものであります。 

それから苗場山麓ジオパークの振興協議会負担金、ご存じのように苗場山麓ジオパーク

ということで、津南町と一緒になって、ジオパークの認定を目指して、今、進めておりま

すが。一応、先般、認定申請はしたところでありますけれども、決定は９月ごろと聞いて

おりますが。この８月ですか、現地の調査というようなこともあるように聞いておりまし

て、その認定員というのが来て、いろいろ調査をしていくということになっておるところ

であります。津南町はこれ以上に負担をされておるんですけれども、そんなところであり

ます。 

それから道路除雪の関係については、これは毎年のことでありますけれども。今年は、

直接、除雪の経費のほかに、13トン級のタイヤドーザー１台とＤ37のブルドーザー２台の

購入予定もありまして、１億1,500万円ですか、大変多くの経費になっておるところであり

ます。 

それからデマンド交通については、これは６年ぐらい前ですか、もっと前ですかね、６

年ぐらいですかね、から、森宮交通に委託をしてやっている事業ですが。今年は、車が買

い替えというようなことで、その補助もしたりするもので、結構、金額的にも多くなりま

したけれども。新たに泉平と小滝については、今まで大久保から出て、一々、泉平へ行っ

たり、小滝へ行ったりしていたんですが、森に来るのに１時間もかかるというようなこと

で、泉平・小滝については、直接行ったりするというようなことで考えまして、若干、お

金もそこで増えたというようなことであります。 

それから総合サポートセンター、これについては、社会福祉協議会に委託をしておりま

すけれども。震災復興計画に基づいて、総合サポートセンターを設置して、被災者の状況

に応じたきめ細かな総合的な生活支援などの対応を行うということで、社協のほうに委託

をしているんですが。ご存じのように復興支援員も３名ということで、今、活躍をされて

いるところであります。 

それから住宅のリフォームの支援事業、これについては、議会等でも前からいろいろと

言われておりまして。すごくいっぱい、業者で何か直すとか、そういうのじゃなくて、リ

フォームということで、50万円以上の工事について10万円を補助するということになって

いるんですけれども。一応、20件分で200万円を予算化をしたものであります。 

それから空き家再生支援事業、これについては、空き家がそこら中にあるわけですけれ

ども、その空き家を利用して交流等々の施設にしたいというようなことで、改修をしたい

ということなんですけれども。現行である程度地元負担がかかりますので、その辺まだき

ちっとはっきりしない面もあるんですが。一応、小滝地区で１施設、大久保で１施設とい

うようなことで予算化はしてありますが、これについてはまだ詰めてありませんので、こ

れからどうなりますか、今のところ、そんな予定であります。 

それから岳北広域行政組合分担金、これは、今、始まったことではありませんが。飯山

市、木島、野沢、栄村の４市村で、それぞれやっているわけですけれども。特養から始ま

って、ごみ、し尿、火葬場、それから消防署はもちろんですが、ただ栄村の場合は、ごみ、

し尿、火葬場については、津南の広域のほうに入っていますので、それは関係ないんです
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が。今年は特に多いのは、消防署を、今、つくり直していまして、その分担金とか、そう

いうものがありますので、7,000万円というような大変な額になっておりますが。当然、飯

山消防署森分署も、その中に入っているということになります。 

それから防災ハザードマップ作成、これについては、昨年、防災計画ができましたけれ

ども、その中でハザードマップ、災害予測地図といいますか、防災地図といいますか、そ

ういうものをつくって、一応、全戸に配布したりしたいということでありますが。一応、

データの作成とＡ１版ハザードマップ印刷ということで、これは1,000部ということで予

定していますが、105万8,000円ということであります。 

それから福祉事業委託料、社会福祉協議会への委託ですが。これについては、ずっと社

協には、毎年、委託料を払ってやってもらっていますが。この657万2,000円については、

ヘルパーの養成講座等の委託料ということで135万2,000円と、臨時職員２名分の522万円、

合わせて657万2,000円ということになっているものであります。 

それから次の社会福祉協議会への補助金ですが、これは運営経費等々ということで、こ

れは、毎年、社協のほうへ補助金を出している事業ですが、社協の運営経費等々の補助で

あります。 

それから介護サービス特別会計繰出金、これは毎年のことですが、介護サービス、ご存

じのように、デイサービスと、それから秋山の生きがいセンターの関係のデイサービス等々

の経費を繰り出ししているものあります。 

それから次が児童手当、児童手当については、これは国のあれで決まっていますけれど

も。中学校の生徒まで児童手当が行っているわけですが。３歳未満が月額１万5,000円、３

歳以上小学校修了までは月額１万円、３歳以上小学校修了前、第３子以降月額１万5,000円、

それから小学校修了後中学校修了前まで月額１万円、特例給付が月額５万円ということで、

この、何ていいますか、親等に支給するものですが、６月・10月・２月の３回ですか、や

っておりまして、支給対象が81世帯ということになっております。０～３歳未満児童数が

16名、３歳以上小学校修了前が72名、小学校修了後から中学校修了前が38名という、これ

は６月時点の調査だそうですが、そんな数字が出ております。 

それから津南地域衛生施設組合費、これについては、さっき言ったとおり、ごみ、し尿、

火葬場、それから消防は、何ていいますか、応援協定で特にお金はあれですけれども。こ

のごみ、し尿、火葬について、負担金で組合費ということで、毎年、払っているものであ

ります。十日町市、旧・松之山町（現・十日町市）、旧・中里村（現・十日町市）との、今

もずっと続いているわけですけれども。十日町のほうでは、何かごみ、し尿については、

松之山と中里は十日町のほうに引き上げたいというような、引き上げるというか、一緒に

なりたいというようなこともありまして、津南、栄もどうするか、その辺がまだ、今、検

討中ということであります。 

それから震災体験の記録集については、これは公民館のほうでやっていますが、それぞ

れ、今年度、出したいということで、現在、取りかかっているものであります。 

それから地籍調査事業については、もう20年来、ずっとやってきて、農地、宅地等につ

いては、ほぼ終わりましたけれども。当初の計画では、山林はやる予定はなかったんです

けれども、議会等でも山林もやってほしいというような要望もありまして、山林も、一昨

年からですか、取りかかっておりますが。これについては、山林については、何年かかる
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かちょっとわかりませんが、続けていくということでありまして、今年は2,471万円の事業

費というようなことでやっております。一応、国県の支援が75％ありますので、村は25％

支出というようなことになっているものであります。 

一応、この事業の概要については、以上で終わります。 

 

＜相澤委員長＞ 

はい、ご苦労さまでした。時間もなくなったんですが、皆様のほうで何かここで、今の

説明で何かあればお願いしたいと思います。 

 

＜鈴木委員＞ 

すみません、４点だけ、ちょっと簡単にお願いしたいんですが。一つは商工で、ジオパ

ークの問題で、これ、プレゼンもしたようなんですが、津南に行くと、もう国道沿いやい

ろいろのぼり旗がたくさん立って、雰囲気はつくっているんですが。本村は、道の駅のと

ころに２本あるのみで・・・ 

（村長から「百合居温泉にもある」という声あり） 

その辺、村民の徹底はどうなのか、これからがちょっと正念場になるんじゃないかと思

うので、その辺が一つと、それから住宅リフォームなんですが、予算でいくと耐震改修の

１個だけになっているんですね。耐震改修での補助金というか。その耐震も含めて、耐震

改修補助金というのが、補助、１個分だけなんです、予算では。これを住宅改修、リフォ

ームとの関係で結合できるのかと、考え方がね。それだけちょっとお聞きしたいのと、そ

れから震災の体験記録集を頑張ってやっていると思うんですが、今、どの程度進捗状況が

あるのかということと、それから最後の地籍調査で、現地を調査するとき、立ち会いもし

たり何かしているんですが。ちょっと、私、幾つか、その後のトラブルを耳にしているん

です、最近。国調後のね。ぜひ事前調査というか、その辺もちょっと慎重に進めていく必

要があるんじゃないかというふうに思っているので、その辺をちょっとお聞かせください。

簡単で結構です。 

住宅リフォームの支援事業に予算を組んであるんだけど・・・ 

 

＜島田村長＞ 

それはわかる、50万円以上10万円。 

 

＜鈴木委員＞ 

だから耐震改修で１個になっている。だから、例えば耐震でも、住宅リフォームに耐震

としても活用できるかどうかっていう話。 

 

＜総務課長＞ 

耐震改修は、県の補助金でありまして、耐震基準のないものを、例えば柱と柱を金具で

つなぐとか、そういった、まず前提が設計士さんに見てもらって、耐震基準がないよとい

う前提で、それで耐震工事をすると。で、耐震基準をクリアするというものなんです。そ

れはそれとして県の制度があります。それと切り離して、では大工さん入るから、ついで
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にトイレをリフォームしましょうというふうに、明白に工事が分けられるんであれば、そ

れは別々に申請してもらって構わないというふうに理解します。 

 

＜島田村長＞ 

ジオパークについては、これが申請書なんですよ。それで大変な、これ、何か、もちろ

んだろうけれども、すごく手間がかかっていると思うんですが。津南は一生懸命やって、

栄村はあんまり一生懸命やっていないような話なんで、本当にそのとおりなんで申しわけ

ないんですけれども。津南町から話が来て、本当に津南の人には申しわけないんですけれ

ども、みんなやってもらっているような感じでですね。あそこは専門員がいたり、全然、

栄村とは違うんで、おんぶにだっこしている状態ですが。相澤さんも行っているし、安藤

さんもきっとあれだと思うんですけれども、議長も行っているしね。そんなんで、申請は

したということでありまして、何ていうか、調査にお忍びできて、突然、そこら辺の人に、

ジオパークを知っていますかとか、そういうことをやるような話も聞いているんで、これ、

ちょっと宣伝しないといけないかなという感じはしていまして、副村長は一生懸命やって

いるんですけれども、そんなように考えております。 

それから住宅リフォームはいいですね。それと震災体験は、社会教育のほうで、係長、

いいですか。 

 

＜生涯教育係長＞ 

去年、編集委員さんから、村民65名の原稿をいただきました。それと栄小学校で出した、

この「大震災を乗り越えて」から、この原稿を合わせて、120名程度の方の原稿で作成した

いと思っております。これから編集委員会を開くんですが、10月には体験記として発行で

きるよう進めていきたいと思っています。1,000部ほど印刷する予定です。 

 

＜産業建設課長＞ 

国土調査の関係での諸問題ということでありますが、これは、問題は昔からいろいろあ

りました。というのは、土地の境界立ち会いというのも、不在地主さん等は代理が出ると。

その方もどこまで理解されているかどうか、わからなかったり、また相続によって、新た

に権利を取得した際に、初めて自分の土地がどこにあるのかということで、境界争いが表

に出てくると。はたまたいろいろな個人と契約されている権利関係、この関係は登記簿謄

本に出てきません。そんなことで、担当課のほうでもそこまでのチェックができない。そ

れが後になって、ここにはこういう権利設定があった、だけど名義上、国調によって名義

が変わっているといった事例が出てきているというのが実態でありまして。村が主体で事

業を進めている国土調査事業でありますので、最大限、最低でも村がかかわる権利関係に

ついては、各課にその実態の状況を把握しながら進めていく必要が改めてあるかなという

ふうに感じております。 

 

＜鈴木委員＞ 

ありがとうございました。それで、私からは最後になりますけれども、さっき委員長の

発言もあったんですが、この予算が執行されて、やっぱりこう村民が安心して暮らせる環
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境ができるんだよと。やっぱり村の姿が、この予算執行によって、こういう状況になるん

だよというのを、ぜひ復興支援金の説明会をするとき、区長さんや何かにも、そういう立

体図をちょっと示していただきたいと思うんですよ。今、復興に向けて、こういう立体的

な状況なんだというね、ぜひその説明がほしいと思うんです。予算を並列的にこう並べら

れても、村民、なかなかこう理解しにくい側面があるので、その辺をこう膨らませるとい

うか、そういうのをぜひ、復興支援金を説明する区長さんの機会があったら、そういうこ

とも含めて、ぜひ知らせてやってほしいというふうに思います。 

 

＜相澤委員長＞ 

ほかに皆さん、いかがでしょうか。よろしいですか。時間も来ましたが、先ほどジオパ

ークの話がありましたけれども、今月の17日、津南町側では、見玉の公園で、一日、勉強

会をやったそうでございますが。栄村の場合、ちょっとその数が少ないので心配なんです

けれども。実は白水先生から聞いたんですが、天代の上っていった掘割の、何ていうんで

すか、地層ですか。あれが何か日本でも多分あそこぐらいしかないだろうというぐらい貴

重なもので、普通ですと断層ですから下からこう見上げるんですが、あそこは下から上っ

ていくから、ずっとこう回転しながらその地層が見えるという、特殊な構造だという話を

聞きまして、その先生のグループが、実は今月だか、来月だか、研究をしにまた来るとい

う形で、その人たちも、昔、ジオパークというようなことも何か考えたそうでございます。

ですから、そういう意味では、そういう人たちとまたちょっと連携をしながら動いていく

のも、栄村らしいかなと。現在は、ほとんど津南におんぶにだっこになっていますので、

栄村はどうするのかというのはやっぱり、本当は栄村のほうがいっぱいあるそうでござい

まして、資源は。それがまだ活用されてないので、取組も、今、副村長も忙しくて大変で

すから、ちょっと危なっかしいんで、やっぱりもう少し、やっぱりこう、てこを入れるよ

うなことを考えてほしいなと思います。 

 

５ その他 

 

＜相澤委員長＞ 

あとはいろいろあるかと思うんですが、今日の会はこれぐらいにして、次回はいつごろ

の予定を考えたら、事務局側、私どもでまた委員会を招集したいと思いますが。今月は２

回やりましたので、やらないときは５カ月ぐらいやらなかったんです。定期的にやってい

ただければとは、皆さん、どうですか、委員の皆さん。これで全部終わってないんですよ、

まだね。終わった・・・ 

 

＜事務局＞ 

一通り。 

 

＜相澤委員長＞ 

一通り。そうですね、それではまた様子を見ながら、次回また、復興推進委員会、また

開催したいと思います。特になければ、これで閉会としたいと思いますが、よろしいです
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か。 

（「はい」という声あり） 

 

６ 閉  会 

 

＜相澤委員長＞ 

お疲れさまでした。それでは第５回の栄村復興推進委員会を閉じます。ご苦労さまでし

た。 

 


